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①　知事に当選さ
れた場合に裏金調
査をする意思が

②　①で「ある」
とお答えの場合に
お考えになってい
る調査方法をお知
らせ下さい。

③　その他裏金
調査についての
ご意見があれば
お書き下さい。

①　一般
競争入札
について
・いままで
導入して
いない事
項につい
て導入す
る意思は
おありで
すか。

・「ある」とお答えの場合
に、あらたに導入する分
野、範囲をお答え下さい。

土木工事
について
は（　　）

建築工事
について
は（　　　）

業務委託
について
は（　　　）

物品購入
について
は（　　　）

・誰もが入札に
参加でき、誰が
入札に参加して
いるかがわから
ないような入札
制度（一般競争
入札の徹底）の
実現のためにお
考えの対策等が
ありましたら、お
答え下さい。

②　一般競争入札の導入以外に談合
防止のために検討しておられる対策を
お書き下さい。

ありがとうございました。用紙が足り
ない場合には、別紙にお書き頂い
ても構いません。

石
田
芳
弘

1
2
月
9
日

ある

内部のメンバーだけ
の調査では不足で
すので、第三者的な
調査委員会が必要
だと思います。

ある

入札の監視役
が大事な役割を
になうと思いま
す。「オープンな
舞台」をつくるよ
う、知恵を結集
したいと思いま
す。

長い間の慣習が人間関係のしがらみと
結びついてきた事を重視し、その隠れ
たしくみをつっこんで解明していきたい
と考えます。

　いつも皆様の活気あるご活躍を見
聞しております。十二月六日付のご
質問をいただきました。基本的なお
考え、まったくその通りだと思いま
す。　以下、各項目についてお答え
いたします。
（１）談合対策について
基礎的データを頂きましたので、て
いねいに分析させていただきます。
「参考」をとしてお示しくださった「聞
きとり」の内容も心して拝読しまし
た。談合対策のうち、一般競争入札
については、今まで導入していない
事項について導入する意思を持っ
ております。分野、範囲については
目下検討中です。
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部
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六
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日

ある

各部局、職員に対し
て裏金を示唆するよ
うなものがあるかど
うかのアンケートを
無記名で行うととも
に、第三者機関を設
置して、金の出し入
れについて、領収書
での厳密な検証を行
い、不正支出、不正
経理、使途不明なお
金がないか全面的
な洗い直しを行いま
す。

県民の税金を、県
民の福祉やくらし
のために使用する
のではなく、私利
私欲や政治的な目
的のために作られ
る裏金は絶対に
あってはならない
ことです。調査を徹
底するとともに、二
度と裏金が作られ
ないようなシステ
ムを構築する事が
大切であると思い
ます。

ある

予定価格の事前の公表を行います。
指名停止基準の厳正かと実施をし、違
反企業への課徴金を大幅に引き上げ
るなど欧米並みに厳しい制裁措置の実
施を国に求め、汚職事件関係業者は
排除します。測量、設計に談合をなくす
ため安易な委託をやめ、独自の設計
体制を確立します。入札制度を公正、
透明な第三者機関を設置して行いま
す。県幹部職員の県関係団体や県と
取引のある企業等への天下りを禁止し
ます。県職員の厳正な倫理規定を定
め、企業や業界団体との癒着を根絶し
ます。

神
田
真
秋

1
2
月
2
2
日

通常の監査に加え、
全所属を対象とした
監察を実施し、あわ
せて、交際費と食糧
費について所属長及
び担当職員から聞き
取りを行っている。不
適切な処理や書類の
不一致などは生じて
いない。今後とも、こ
うした日々の監察等
により、不適切な経
理・資金がないよう
しっかりと確認してい
く。

ある

一般競争入札
の課題（不良不
適格業者の排
除、品質の確保
等）を整理した
上で、拡大の範
囲及び時期につ
いて決定してい
く。

総合評価方式の拡充、内部通報制度
における弁護士等外部有識者による
独立した通報窓口の設置、職員の再
就職の制限などを検討中。

氏
名

（
回
答
到
着
順

）

回
答
日

１２月１８日に決定された全国知事会「都道府県の公共調達に関する
指針」による検討を指示。

裏金調査 談合対策

談合を廃止し、公共事業をガラス張りにするために、原則として、条
件付き一般競争入札をどの分野、範囲にも広げます。地元の中小企
業が優先的に発注をうけられるように、公共事業の分割発注につと
めるとともに、企業の規模、経験、技術的適性を加味した条件を付
け、大企業による小規模事業の受注を制限します。指名競争入札や
随意契約が必要なものについては、指名選定と入札・契約の公正さ
と透明性が保たれるようにする仕組みを作るとともに、関係部局との
相談だけでなく、県民に広く意見を求めて定めます。












